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森林法第１０条の６第３項の規定に基づき、高山市森林整備計画を次のように変更します。
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I 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

１ （略）

２ 森林整備の基本方針

(１) （略）

(２) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策

森林の整備に当たっては「将来目標区分」に基づく森林配置への誘導を図りつつ、「森

林機能区分」に基づく個別の森林において重視する機能を持続的に発揮させるため、各機

能の充実と機能間の調整を図るとともに、適正な森林施業を適宜に実施し、健全な森林資

源の維持造成を図るものとします。

はじめに、森林機能区分ごとの森林整備及び保全の基本方針について、表Ⅰ-1-2-2に示

します。

表Ⅰ-1-2-2 各機能に応じた森林整備及び保全の基本方針

機能 森林整備及び保全の基本方針

水源涵（かん）養機能 洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を推進し

つつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を推進するとともに、伐採に伴って発

生する裸地については縮小並びに分散を図る。

また、自然条件や県民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。

ダム等の利水施設上流部において、水源涵（かん）養の機能が十全に発揮されるよ

う、保安林の指定やその適切な管理を推進する。

山地災害防止機能／土

壌保全機能

災害に強い県土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の

裸地化の縮小並びに回避を図る施業を推進する。

また、自然条件や県民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備

等の機能が十全に発揮されるよう保安林の指定やその適切な管理を推進するととも

に、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施

設の設置を推進する。

快適環境形成機能 地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のため

に有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保

育・間伐等を推進する。

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風等に重要な役割を

果たしている森林等の保全を推進する。

保健・レクリエーショ

ン機能

県民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や県民のニーズ等に応じ広葉

樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進する。

また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。

文化機能 美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進する。

また、風致の保存のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。

生物多様性保全機能 生態系の多様性等を保全する観点から、森林構成を維持することを基本とした保全

を図る。

また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進する。

木材等生産機能 木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を

確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育

および間伐等を推進する。
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施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進する。

また、将来にわたり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽による確実

な更新を行う。

３ （略）

II 森林の整備に関する事項

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

１ （略）

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法

(１) 伐採方法

立木竹の伐採のうち主伐は、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、再び立

木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、皆伐又は択伐によるものとし

ます。

皆伐と択伐の定義については、表Ⅱ-1-2-1に示すとおりです。

表Ⅱ-1-2-1 皆伐と択伐の定義

皆伐 主伐のうち択伐以外のもの。

択伐 主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単木、帯状又は

樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うものであり、材積にかかる伐採

率が30％以下（伐採後の造林が植栽による場合にあっては、40％以下）の伐採。

立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を

図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ伐採・搬出後の林地の更新を妨げないよ

うに配慮するものとします。

また、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和３年３月16日付け２林

整整第1157号林野庁長官通知、令和５年３月31日付け４林整整第924号林野庁長官通知に

よる一部改正）を踏まえ、現地に適した方法により行うものとし、花粉の発生源となるス

ギ等の人工林について、伐採・植替え等を促進します。

(２) （略）

３ （略）
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第２ 造林に関する事項

（略）

１ 人工造林に関する事項

（略）

(１) 人工造林の対象樹種

人工造林の対象樹種は、人工造林を行う際の樹種の選択の規範として定めるものであり、

表Ⅱ-2-1-1のとおりとします。

表Ⅱ-2-1-1 人工造林に係る樹種

一般的事項 ・造林樹種(人工造林をすべき樹種)の選定に当たっては、適地適木を基本として、地域

の自然条件、それぞれの樹種の特質、既往の施業体系、施業技術の動向、地域におけ

る造林種苗の需給動向及び木材の利用状況等を勘案して、健全な森林の成立が見込ま

れる樹種を定めるものとする。また、将来の森林の利用目的を定め、目的に応じた樹

種、植栽本数を選択すること。

・成長に優れた特定苗木等や少花粉スギ等の花粉の少ない苗木の確保を図るため、花粉

の少ない苗木の増産に努めるものとする。

・健全で多様な森林づくりを図る観点から、できる範囲内で広葉樹や郷土樹種を含め幅

広い樹種の選定について考慮するものとする。

・特に伐採後に適確な更新が行われていない伐採跡地については、その早急な更新を図

ることとする。

・土砂災害等の危険がある場合は、森林所有者等は現地発生材を使用した柵工など構造

物設置の措置をとること。

・本計画で定められた樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、県林業普及指導員又

は市（町村）の林務担当とも相談の上、適切な樹種を選択することとし、あらかじめ

そのような樹種を植栽すべき森林の区域が特定できる場合には、当該区域に限って摘

要すべき旨を明らかにした上で樹種を定めるものとする。

・造林用苗木は品種系統の明確な優良苗木を用いること。

人工造林の対象樹

種

・主な人工造林の対象樹種を以下に示す。

区分 針葉樹 広葉樹 備考

人 工 造 林 の

対象樹種

スギ・ヒノキ・

カラマツ・イチ

イ・マツ類

カエデ・ケヤキ・

ホ オ ノ キ ・ ウ ル

シ・コナラ・ミズ

ナラ

左記の樹種は育成に際しての

推奨種であり、その他の樹種

であっても各々の地域におけ

る在来の高木性の樹種であれ

ば対象とする。
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最深積雪深による

造林樹種の区分

・積雪深による造林樹種区分は次のとおりとする。

（宮・庄川地域森林計画 資料編第2章1 最深積雪深図 参照）

最深積雪深 樹種及び留意事項

1.0m未満の地域 ・それぞれの自然条件に応じた樹種を選定して植栽

1.0m以上の地域 ・耐寒、耐雪性の強いスギを植栽、自然条件等によってはケヤキ

等の広葉樹を植栽

1.5mを超える地域 ・ヒノキの人工造林を避ける

2.5mを超える地域 ・人工造林を避け、広葉樹を中心とする育成複層林（天然林型）

及び天然生林施業によって森林整備を図る

（関連参考；宮・庄川地域森林計画 資料編第2章3 冠雪害危険度マップ）

カシナガ等被害跡

地の造林樹種

・枯損後に侵入した天然広葉樹の保存育成を基本とし、被害跡地が無被植である場合な

ど森林機能を早急に回復させる必要がある場合には、現地産種の人工造林による更新

を図るものとする。

(２) （略）

(３) （略）

２ （略）

３ （略）

４ （略）

５ （略）

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法
その他間伐及び保育の基準

（略）

１ （略）

２ 保育の種類別の標準的な方法

保育の標準的な方法は、表Ⅱ-3-2-1のとおりとします。
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森林の立木の生育の促進及び林分の健全化を図るため、既往の保育方法等を勘案して、

時期、回数、作業方法その他必要な事項を定めるものとします。

表Ⅱ-3-2-1 保育基準表

種類 樹種 実施年齢及び回数等

下刈 スギ 植栽の年から5年間、年1回夏期に行う。

ヒノキ 植栽の年から6年間、年1回夏期に行う

つる切り スギ 下刈終了後、3年目に1回を標準とする。

ヒノキ 下刈終了後、2年間隔で2回を標準とする。

除伐 スギ 下刈終了後、3年目に1回を標準とする。

なお、つる切りを同時に行うものとする。

ヒノキ 下刈終了後、2年間隔で2回を標準とする。

つる切りを同時に行うものとする。

枝打ち スギ

ヒノキ

枝下高3.5ｍ程度までを3回で打ち上げることを標準とする｡具体的には、積雪の

少ない地域では根元直径が6cm(2～4齢級)の時期から開始し、2回目以降の枝打ち

は巻き込みが完了し､枝下径が6cmに生長したごとに行うこととする。

なお、枝打ち季節は、生育休止期である10月から3月とする｡

雪起こし スギ

ヒノキ

造林地への降雪状況に応じ、倒伏木について、消雪後に行う。多雪地域(積雪

1.0m以上)については降雪状況にもよるが、毎年行う必要性がある。

※本基準表は、一般的な目安を示したものであり、実行に当たっては画一的に行うことなく、立地条件、植

栽木の生育状況及び生産目標等に即して効果的な作業時期、回数、方法等を十分検討の上適切に実行する

こと。

３ （略）

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

(１) （略）

(２) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健

文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵（かん）

養機能維持増進森林以外の森林（山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林、

快適環境形成機能維持増進森林、保健文化機能維持増進森林等）

ア （略）

イ 施業の方法

アの①及び②に掲げる森林においては、以下によるものとします。
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(ア) 特に機能の発揮を図る必要がある森林については、択伐による複層林施業を行

う。

(イ) それ以外の森林については、択伐以外の方法による複層林施業を行う。

(ウ) 適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分の保全機能等の確保が可能な

場合には、長伐期施業を行うことができる。なお、皆伐による場合は伐採に伴

い発生する裸地の縮小及び分散を図る。

アの③に掲げる森林においては、以下によるものとします。

(ア) 特に機能の発揮を図る必要がある森林については、択伐による複層林施業を行

う。

(イ) それ以外の森林については、択伐以外の方法による複層林施業を行う。

(ウ) 適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の風致の維持等の確保が可能な場合

には、長伐期施業を行うことができる。なお、皆伐による場合は伐採に伴い発

生する裸地の縮小及び分散を図る。

(エ) 特定広葉樹の育成を行う森林施業を行う。

なお、長伐期施業を行う場合の森林の伐期齢の下限については表Ⅱ-4-1-2のとおりとし、

それぞれの森林の区域については、Ⅵ付属資料２別表２により定めるものとします。

表Ⅱ-4-1-2 長伐期施業を行う場合の森林の伐期齢の下限

単位（伐期齢：年）

地区 樹種

スギ ヒノキ アカマツ

クロマツ

カラマツ その他

針葉樹

ブナ その他

広葉樹

高山市 72 80 64 56 96 112 40

２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該

区域内における施業の方法

(１) 区域の設定

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域については、

林木の生育が良好な森林で地形、地理等から効率的な森林施業が可能な森林の区域につ

いて設定します。このうち、林地生産力や傾斜等の自然的条件、林道等や集落からの距

離等の社会的条件等を勘案し、森林の一体性も踏まえつつ、特に効率的な施業が可能な

森林の区域を設定します。

特に効率的な施業が可能な森林の区域は、原則として第５「森林配置計画の将来目標

区分に関する事項」において設定する「木材生産林」の区域内において設定するものと

します。

なお、これらの区域が公益的機能別施業森林の区域と重複する場合には、それぞれの

機能の発揮に支障がないよう定めるものとします。

それぞれの森林の区域については、Ⅵ付属資料２別表１により定めるものとします。
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(２) 施業の方法

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林については、森林の

公益的機能の発揮に留意しつつ、植栽による確実な更新、保育及び間伐等の実施、路網整

備、森林施業の集約化・機械化等を通じた効率的な森林整備を推進します。さらに、地域

における森林資源の保続に配慮しつつ、多様な木材需要に応じた持続的・安定的な木材等

の生産が可能な資源構成となるよう、計画的な主伐と植栽による確実な更新に努め、特に

効率的な施業が可能な森林における人工林の伐採後は、原則として植栽による更新を行い

ます。

３ （略）

第５ 森林配置計画の将来目標区分に関する事項

１ 基本的な考え方

森林配置計画に関する基本的な考え方は、次のとおりとします。

① 森林配置計画は宮・庄川地域森林計画の対象となる民有林を対象とします。

② 将来目標区分は、原則林班を単位として設定します。

③ 林班ごとの将来目標区分は、２に示す設定に関する基準に基づき、地域の実情を踏ま

えて設定します。

④ 将来目標区分が定まらない区域は白地とします。

また、将来目標区分の設定に当たっては図Ⅱ-5-1-1で示す将来目標区分と森林機能区分

の大まかな対応関係を参考に、分かりやすいものとなるよう配慮・調整することとします。
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図Ⅱ-5-1-1 将来目標区分と森林機能区分の大まかな対応図
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２ （略）

３ （略）

４ （略）

５ （略）

第６ （略）

第７ 森林施業の共同化の促進に関する事項

１ （略）

２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策

共同施業を実施するため、高山市及び森林組合等による普及啓発活動を通じて、森林所有者

間の施業実施協定の締結の促進を図るものとします。

なお、実施地区内での具体的な施業は、高山市、岐阜県地域森林監理士、森林組合等の森林

施業プランナー及び林業普及指導員が中心となり、検討会を開催して間伐や広葉樹の育成に配

慮した施業を普及していくものとします。

森林施業の共同化を効果的に促進するため、森林作業道、土場、作業場等の施設の設置及び

維持管理の方法、種苗その他の共同購入等、共同して行う施業の実施方法や施業の共同実施の

実効性を担保するため、県関係機関と協議の上、必要に応じて指導を行います。また、間伐、

森林作業道の整備、境界の明確化など共同化を重点的に実施すべき森林施業にあっては、森林

組合をはじめとする市（町村）内林業事業体との連携を緊密に行い、共同施業を実施するため、

県関係機関の林業普及指導員にも協力を要請し、普及啓発活動を通じて森林所有者間の施業実

施協定の締結の促進を図るものとします。

３ （略）

４ （略）

第８ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

（略）

１ （略）

２ （略）
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３ 作業路網の整備に関する事項

(１) （略）

(２) （略）

(３) 細部路網に関する事項

ア 細部路網の整備計画

1 （略）

2 施工上の留意事項

・施工開始後も土質や水の流れの状態には十分に注意を払い、路網がより良いものとなるよう

必要に応じて計画の変更を行うこととします。

・森林作業道開設にあたっては、特に表Ⅱ-8-3-2の事項に配慮します。

表Ⅱ-8-3-2 森林作業道開設にあたって配慮すべき事項

区分 配慮すべき事項

線形 谷川を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置する。

横断する場合は、谷川の勾配が緩く、両岸にゆとりがある場所を選定する。

切土 できる限り低く（１．５ｍ程度までが望ましい）するとともに、土質に応じた適正な勾配で切

り取る。

盛土 「段切り」や「締固め」を適切に行うとともに、法令や盛土高さに対応したのり面勾配で施工

する。

急斜面では構造物を設置するなど安定を図る。

小渓流の横断 管渠は豪雨や維持管理不足等により土石や流木等が詰

まりやすく、結果として路体の流出・崩壊や土石流の

原因となる事例が多いため、小渓流の横断には、原則

として洗越工を施工する。

路面水の処理 路面の縦断勾配、路面水が流れる区間の延長等を考慮して、路面水がまとまった流量にならな

い間隔で横断排水溝を設置する。

排水する箇所は、できる限り尾根などの安定した場所を選ぶとともに、縦断勾配を波形勾配（

常水のない谷部で上げて安定した尾根部で下げる）とすることにより分散排水を心がける。

残土処理 残土処理においても、盛土の施工と同様に段切りにより安定した基盤をつくった上で締固めを

行うとともに土砂流出防止の措置をとる等、適正に処理する。また残土場は谷筋ではなく、安

定した地山の箇所とする。

切土

盛土段切り

（盛土の滑動を防止）

締固め

（転圧）
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イ （略）

４ （略）

第９ その他必要な事項

１ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項

(１) （略）

(２) 森林技術者の確保・育成・定着

林業労働力確保支援センター（森のジョブステーションぎふ）との連携により、農林高校、

森林文化アカデミーにおいて養成された実践的技術を持った人材の積極的な受け入れに努める

ものとします。

高度な技術や指導能力を持つ森林技術者の育成に努めるものとします。高性能林業機械を利

用した伐採専門チームの養成とともに、造林・保育技術者の養成に努めるものとします。

新規就業者が段階的に知識や技術、技能を習得できるよう「緑の雇用」担い手確保支援事業、

きこり養成塾等によりキャリア形成を支援します。

森林技術者の雇用の長期化・安定化を図るとともに、就労条件の整備、安全管理体制の強化

等による労働安全衛生の確保、社会保障の充実、住居を含めた生活基盤の整備等を図り、森林

技術者の新規参入及び定着に努めるものとします。

また林業への新規参入・起業など林業従事者の裾野の拡大、女性等の活躍・定着、外国人材の

適正な受入れ等に取り組みます。

(３) （略）

(４) （略）

２ （略）

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

(１) 木材流通の合理化

本市（町村）の森林資源を背景とした特色あるスギ・ヒノキの主産地を形成するため、複数

の木材市場を拠点として素材生産者、流通業者及び民有林・国有林が一体となって、地域材の

計画的な素材生産を推進し、需要に即した木材製品を安定的に供給できるように、原木流通か

ら木材製品の加工・流通まで一環した体制整備と合理化を図ることとします。

森林所有者への理解を深めるため、透明性の高い受託システムを推進し、小面積区分皆伐な

ど多様な森林整備を計画的に進める団地の設置を推進するものとします。

山土場、ストックヤード等における仕分体制の整備、原木市場の系列化・統合等による流通

ロットの拡大、仕分や倉庫機能の役割の強化、良質材は市売り、Ｂ材Ｃ材は工場等への直納す

る形態の促進などの流通システムの構築及び普及を促進するものとします。

また、小規模な素材生産をとりまとめる需給調整組織の設置、協定の締結などによる製材工

場等への直送による安定的供給体制の整備を促進するものとします。
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(２) （略）

(３) （略）

(４) （略）

III （略）

IV （略）

V その他森林の整備のために必要な事項

１ 森林経営計画の作成に関する事項

(１) 森林経営計画の記載内容に関する事項

森林経営計画を作成するに当たっては、次に掲げる事項について適切に計画するものとしま

す。

・Ⅱの第2の3の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後の植栽

・Ⅱの第4の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

・Ⅱの第6の3の森林の経営の受託等を実施する上で留意すべき事項及びⅡの第7の3の共同して

森林施業を実施する上で留意すべき事項

・Ⅲの森林の保護に関する事項

なお、経営管理実施権が設定された森林については、森林経営計画を樹立して適切な施業を

確保することが望ましいことから、経営管理実施権配分計画が公告された後、林業経営者は、

当該森林について森林経営計画の作成に努めるものとします。

(２) 森林法施行規則第33条第１号ロの規定に基づく区域

森林法施行規則第33条第１号ロの規定に基づく区域は、表Ⅴ-1-1-1のとおりです。

指定については、路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材

の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして定めるものであること

から、大規模な尾根筋や河川等の地形、人工林等の森林資源の状況、公道も含めた路網の整備

の状況及び森林の所有・管理形態の状況等を踏まえ、造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体

として効率的に行うことができるまとまりのある森林の範囲について、隣接する10 ～ 30個の

林班の規模を目安として、地域の実情を総合的に勘案して行うものとします。

表Ⅴ-1-1-1 森林法施行規則第33条第1号ロの規定に基づく区域

区域名 林班 区域面積(ha)

該当なし
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２ （略）

３ （略）

４ 森林の総合利用の推進に関する事項

森林の総合利用施設の整備計画については表Ⅴ-1-4-1のとおりです。

表Ⅴ-1-4-1 森林の総合利用施設の整備計画

施設の種類 現状（参考） 対図番号

位置 規模

五色ヶ原 丹生川町岩井谷

丹生川町久手

丹生川町池之俣

区域面積 3,000ha

（内 国有林68％、民有林32％）

歩道 14km

避難小屋 4箇所

案内板 1式

１

生活環境保全林

「四季の郷」
清見町大原 区域面積 98ha

管理棟 1棟

管理車道 642m

遊歩道 2,139m

案内板 1式

２

清見町楢谷 区域面積 203ha

管理棟 1棟

管理車道 2,394m

遊歩道 11,012m

案内板 １式

３

清見町坂下 区域面積 117ha

山菜道場 450㎡

管理棟 2棟

管理車道 219m

遊歩道 3,380m

案内板 1式

４

生活環境保全林

「であいの森」
荘川町牧戸 区域面積 24ha

管理車道 220m

遊歩道 3,896m

５

生活環境保全林

「あさひの森」
朝日町青屋 区域面積 174ha

林間広場 １箇所

林間歩道 7,709m

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ施設 １箇所

駐車場 １箇所

あずま屋 2棟

６
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案内板 1式

生活環境保全林

「望岳の森」
高根町日和田 区域面積 18ha

管理道 938m

遊歩道 2,221m

あずま屋 2棟

案内板 1式

７

生活環境保全林

「洗心の森」
国府町西門前 区域面積 19ha

管理車道 587m

遊歩道 4,101m

あずま屋 1棟

案内板 1式

８

５ （略）

６ （略）

７ （略）

VI （略）
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